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2.1.2 国府台公園の概況 
 

公園名称 国府台公園（市川市スポーツセンター） 

都市計画 市川都市計画 運動公園 6・4・1 国府台公園 

当初決定：昭和 31 年（1956 年） 

計画決定面積：7.3ha 供用面積：7.3ha 

所在地 市川市国府台 1丁目 6-4 電話：047-373-3111 

施設利用時間 午前 9時から午後 9時まで（月曜日と祝日の翌日は午後 5時まで） 

閉場日 毎月 終月曜日（祝日の場合は、前週の月曜日）、年末年始 

施設概要 【陸上競技場】（S28 年 竣工） 

直線 7レーン、曲線 6コース 1周 400m トラック、観客席 1,300 席、夜間照

明（日本陸上連盟 4種公認）、幅跳び、砲丸投げ、トラック競技等でも使用

可。 

【野球場】（S25 年 竣工） 

野球場１面、スコアボード（電子式）、観客席あり 

1 月から 3月までの期間は、芝生養生期間のため使用不可。 

（現在は夜間照明設備なし） 

【テニスコート】（平成 30 年時点の概況） 

ハードコート 3面 

市
民
体
育
館
（
S48
年
竣
工
） 

【第一体育館】 

ハンドボールコート 1面（もしくはバスケットコート 2面、バレーボ

ールコート 4面、バドミントンコート 8面、卓球 26 台）、観客席 1,068

席、放送設備、冷暖房設備 

【第ニ体育館】 

バスケットコート 1面（もしくはバレーボールコート 1面、バドミン

トンコート 3面、卓球 12 台）、冷暖房設備 

【柔道場】柔道場 畳敷き（357 平方メートル）、冷暖房設備 

【剣道場】剣道場 板張り（357 平方メートル）、冷暖房設備 

【トレーニング室】（フリーウエイト、筋力トレーニングマシン、エ

アロバイク等） 

駐車場 あり 

トイレ あり 
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国府台公園内の面積関係を整理すると以下のとおりである。 

 

面積関係整理（測量結果図より図上求積） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

面積（㎡） 比率 面積（㎡） 比率 面積（㎡） 比率
公園全体 71,638 100.0% 71,638 100.0% 75,336 100.0%
運動施設　計 47,282 66.0% 40,910 57.1% 40,910 54.3%

球場 16,867 23.5% 16,867 23.5% 16,867 22.4%
陸上競技場 19,595 27.4% 19,595 27.4% 19,595 26.0%
市民体育館① 3,567 5.0% 3,567 5.0% 3,567 4.7%
市民体育館② 770 1.1% 770 1.1% 770 1.0%
テニスコート① 1,192 1.7% 0.0% 0.0%
テニスコート② 742 1.0% 0.0% 0.0%
テニスコート③ 2,198 3.1% 0.0% 0.0%
テニスコート④ 782 1.1% 0.0% 0.0%
テニスコート⑤ 1,458 2.0% 0.0% 0.0%
プール 111 0.2% 111 0.2% 111 0.1%

建築施設　計 5,349 7.5% 5,349 7.5% 5,349 7.1%
球場西側倉庫 72 0.1% 72 0.1% 72 0.1%
球場西側トイレ 27 0.0% 27 0.0% 27 0.0%
球場バックスタンド 416 0.6% 416 0.6% 416 0.6%
球場東側トイレ 26 0.0% 26 0.0% 26 0.0%
陸上競技場スタンド等 320 0.4% 320 0.4% 320 0.4%
陸上競技場倉庫 128 0.2% 128 0.2% 128 0.2%
市民体育館① 3,567 5.0% 3,567 5.0% 3,567 4.7%
市民体育館② 770 1.1% 770 1.1% 770 1.0%
市民体育館東側トイレ 23 0.0% 23 0.0% 23 0.0%

テニスコート9面時代 テニスコート廃止の場合
北側買収用地追加の場合

3,698㎡追加

市川市国府台市民体育館

駐車場

畜電池設備

駐車場

駐車場

駐車場

駐車場

駐車場

止 ま れ

通

路

市川市西消防署
国府台出張所

駐車場

野球場

陸上競技場

現況地形(赤線範囲)計測面積：71,638㎡

3,698㎡1,192㎡
742㎡

2,198㎡

16,867㎡

19,595㎡

782㎡

1,458㎡

770㎡

3,567㎡

公園全体：71,638㎡

（建築面積416㎡）

（建築面積320㎡）

（建築面積128㎡）

テニスコート①
テニスコート②

テニスコート③

市民体育館②

テニスコート④

テニスコート⑤

（建築面積26㎡）

（建築面積72㎡）

（建築面積27㎡）

111㎡
プール

市民体育館①

野球場

陸上競技場

（建築面積23㎡）

凡例 

    運動施設 

    建築物 
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2.1.4 国府台地区および国府台公園の変遷 
 

年、年代 できごと 

先土器時代 人が居住し始めた 

律令時代～近世 国府台に下総国府が置かれる。国府台公園付近は、奈良・平安時代か

ら中世（1200 年～700 年前）にかけて、下総国の中心地であったと推

測されている。 

戦国時代 文明 11 年(1479 年)：太田道灌が国府台に砦を築いたとされる。 

天文 7 年(1538 年)・永禄 7 年(1564 年)：北条氏と里見氏が覇権を争

った国府台合戦の舞台となった。 

江戸時代 六所神社があり、「六所の森」とも呼ばれた。 

明治 19 年(1886 年) 陸軍教導団が国府台に置かれ、国府台公園付近は練兵場となる。 

第二次世界大戦後 戦後、軍施設跡地は大学・病院など、練兵場跡は運動施設として整備

された。 

昭和 25 年(1950 年) 野球場竣工 

昭和 28 年(1953 年) 陸上競技場竣工 

昭和 31 年(1956 年) 市川市 都市計画 運動公園 6・4・1 国府台公園として都市計画

決定 

昭和 48 年(1973 年) 市民体育館竣工 

平成 18 年度 

（2006 年度） 

市川市スポーツ振興基本計画の策定 

平成 26 年度 

（2014 年度） 

・北東部スポーツタウン基本構想の策定 

・北市川運動公園の整備構想が示される。あわせて、国府台公園の再

整備に向けた検討の必要性が示される。 

平成 28 年度 

（2016 年度） 

・市川市スポーツ振興基本計画見直し 

基本目標として「スポーツをする空間・場所の確保、充実」が示され

る。 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

・都市公園法 市川市都市公園条例の改正 

・北側隣接地の交換の合意など国府台公園の再整備を推進する環境が

整った。 
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2.1.5 法的規制 
法的規制としては、以下が挙げられる。 

・都市計画区域内、市街化区域内 

・都市計画用途地域：第一種中高層住居専用地域 建ぺい 60% 容積率 200% 

・高度地区：第二種高度地区 

・日影規制区域（範囲 5M～：4.0h、範囲 10M～：2.5h、測定水平面 4.0m） 

・建築基準法第 22 条指定区域 

・市川市景観計画区域 

・宅地造成工事規制区域 

・都市公園：6・4・1  国府台公園 

国府台公園は、都市公園に指定されており、次のとおり「都市公園法」、「都市公園法施行

令」で、都市公園内における建築物および運動施設の面積について、敷地面積に対する比率

が規定されている。 

平成 24 年の法改正で、法令の規定値を基本としながら、地域の実情に応じて地方公共団

体が条例で規制値を変更することが可能となり、市川市都市公園条例において、国府台公園

の運動施設の面積比率は、60％に緩和されている（ 終改正 平成 29 年 12 月）。 

・文化財保護法：埋蔵文化財包蔵地 

    国府台公園付近は、前述のとおり歴史的に重要な場所であり、埋蔵文化財包蔵地に指定さ

れており、再整備を進めるためには、遺跡の発掘調査が必要になる可能性がある。 

掘削を伴う整備を行う場合は、新設・再整備を問わず、教育委員会が行う試掘調査を受け

る必要がある。 

 

 規定値 市川市条例での対応 

①原則 建蔽率  2% 同値を条例で規定 

②建蔽率：休養施設・運動施設・教養

施設、公募対象公園施設等を設置す

る場合 

+10% 同値を条例で規定 

③建蔽率：教養施設又は休養施設のう

ち文化財保護法による国宝、重要文

化財、登録有形文化財、景観法によ

る景観重要建造物 

+20% 

（①の+10%分を含む） 
同値を条例で規定 

④建蔽率：屋根付広場等高い開放性を

有する建築物等 
+10% 同値を条例で規定 

⑤仮設公園施設（3 ヶ月を限度として臨

時に設けられる建築物） 
+2％ 同値を条例で規定 

⑤運動施設面積の敷地面積に対する割

合 
国府台公園のみ 60% 国の参酌基準：50％ 

出典：市川市都市公園条例 終改正：平成 29 年 12 月 22 日（市川市例規集） 
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＜都市公園法＞ 

（公園施設の設置基準） 

第四条 一の都市公園に公園施設として設けられる建築物の建築面積の総計の当該都市公園

の敷地面積に対する割合は、百分の二を参酌して当該都市公園を設置する地方公共団体の条

例で定める割合を超えてはならない。ただし、動物園を設ける場合その他政令で定める特別

の場合においては、政令で定める範囲を参酌して当該都市公園を設置する地方公共団体の条

例で定める範囲内でこれを超えることができる。 

 

＜都市公園法施行令＞ 

（公園施設の建築面積の基準の特例が認められる特別の場合等） 

第六条 法第四条第一項ただし書の政令で定める特別の場合は、次に掲げる場合とする。 

一 前条第二項に規定する休養施設、同条第四項に規定する運動施設、同条第五項に規定する

教養施設、…（略）…を設ける場合 

二 前号の休養施設又は教養施設である建築物のうち次のイからハまでのいずれかに該当す

る建築物を設ける場合 

イ 文化財保護法…（略）…／ロ 景観法…（略）…／ハ 地域における歴史的風致の維持及

び向上に関する法律…（略）… 

三 屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として国土交

通省令で定めるものを設ける場合 

四 仮設公園施設を設ける場合 

２ 地方公共団体の設置に係る都市公園についての前項第一号に掲げる場合に関する法第四

条第一項ただし書の政令で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷

地面積の百分の十を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることが

できることとする。 

３ 地方公共団体の設置に係る都市公園についての第一項第二号に掲げる場合に関する法第

四条第一項ただし書の政令で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の

敷地面積の百分の二十を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えるこ

とができることとする。 

４ 地方公共団体の設置に係る都市公園についての第一項第三号に掲げる場合に関する法第

四条第一項ただし書の政令で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の

敷地面積の百分の十を限度として同項本文又は前二項の規定により認められる建築面積を

超えることができることとする。 

５ 地方公共団体の設置に係る都市公園についての第一項第四号に掲げる場合に関する法第

四条第一項ただし書の政令で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の

敷地面積の百分の二を限度として同項本文又は前三項の規定により認められる建築面積を

超えることができることとする。 

６ 地方公共団体の設置に係る都市公園についての認定公募設置等計画に基づき公募対象公

園施設である建築物（第一項各号に規定する建築物を除く。）を設ける場合に関する法第五

条の九第一項の規定により読み替えて適用する法第四条第一項ただし書の政令で定める範

囲は、当該公募対象公園施設である建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の百分の十を限

度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。 
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７ 国の設置に係る都市公園…（略）… 

 

（公園施設に関する制限等） 

第八条 一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対す

る割合は、百分の五十を参酌して当該都市公園を設置する地方公共団体の条例で定める割合

を超えてはならない。 

 

＜市川市都市公園条例＞ 

（公園施設の設置基準） 

第１条の５ 法第４条第１項本文の条例で定める割合は、100 分の２とする。 

２ 都市公園法施行令（昭和 31 年政令第 290 号。以下「政令」という。）第６条第１項第１号

に掲げる場合に関する法第４条第１項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築

物に限り、公園の敷地面積の 100 分の 10 を限度として同項本文の規定により認められる建

築面積を超えることができることとする。 

３ 政令第６条第１項第２号に掲げる場合に関する法第４条第１項ただし書の条例で定める範

囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の 100 分の 20 を限度として同項本文

の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。 

４ 政令第６条第１項第３号に掲げる場合に関する法第４条第１項ただし書の条例で定める範

囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の 100 分の 10 を限度として同項本文

又は前２項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。 

５ 政令第６条第１項第４号に掲げる場合に関する法第４条第１項ただし書の条例で定める範

囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の 100 分の２を限度として同項本文

又は前３項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。 

６ 政令第８条第１項の条例で定める割合は、100 分の 50 とする。ただし、国府台公園に係

る当該割合は、100 分の 60 とする。 

追加〔平成 24 年条例 42 号〕 、一部改正〔平成 29 年条例 29 号〕 
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2.1.6 バリアフリー基準 
バリアフリーに関しては、「市川市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関す

る基準を定める条例」及び同施行規則、千葉県が定める「千葉県福祉のまちづくり条例」があ

る。ここでは、公園における園路等に関わる主なものを以下に整理する。 

表 園路等基準  

項目 
市川市移動等円滑化のために必要な特定公

園施設の設置に関する基準を定める条例 
千葉県福祉のまちづくり条例  

出入口  
 

・幅員 120cm 以上（90 cm 以上）  

・車止めの間隔 90 cm 以上  

・出入口に確保する水平距離 150 cm 以上 

＊  

・出入口には段差を設けない  

・有効幅員は、120 ㎝以上（90 ㎝以上）  

・出入口からの水平距離 150 ㎝以上  ＊  

・路面は、滑りにくく、水はけの良い仕上げと 

する  

・車いす使用者の通行の妨げとなる段を設け 

ないこと  

・必要に応じて、視覚障害者誘導用ブロックを 

敷設すること  

・車止めを設ける場合は、当該車止めの相互の 

間隔のうち一以上は、90 ㎝以上とすること 

通路  
 

・幅員 180cm 以上（120 cm 以上）  

・縦断勾配 5％以下（8％以下）  

・横断勾配 1％以下（2％以下）  

・段差を設けない  

・路面は滑りにくい仕上げとする  

・幅員 180 ㎝以上（120 ㎝以上）  

・縦断勾配 5％以下（8％以下）  

・3％以上の縦断こう配が 30 メートル以上続 

く場合、途中に長さ 150 ㎝以上、幅 180 ㎝ 

以上の水平区間を設ける  

・地形の状況等によりやむを得ない場合は、園 

路際に車いす使用者等の利用に支障のない 

退避スペースを設置する  

・横断勾配は 1％以下（2％以下）  

・両側は、転落を防ぐ構造とする  

・必要に応じて、手すりを設ける。  

・路面は、滑りにくく、水はけのよい仕上げとす

る  

・視覚障害者の注意を喚起することが必要で 

ある場所には、視覚障害者誘導用ブロックを 

敷設する  

・縁石を設ける場合、切下げの有効幅員は 120 

㎝以上、段差は 2 ㎝以下、すりつけこう配は

8％以下とする  

階段  
 

・手すりを両側に設ける（端部点字表示） 

＊  

・回り段がないこと  ＊  

・路面は滑りにくい仕上げとする  

・ 端と周囲で色調差をつけること  

・つまずかない構造で、階段の両側に立ち上

がり部を設置  

・幅員 120cm 以上  

・段の上端に近接する園路及び踊り場に、注意 

換気用床材を敷設  

・手すりを設ける  

・回り段がないこと  ＊  

・路面は滑りにくい仕上げとする  

・階段の両側には、立ち上がりが設けられてい 

ること  

※ ○ｍ以上（○ｍ以上）：基準値（緩和措置） 

＊ 地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 
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表（続き） 園路等基準 

項目 
市川市移動等円滑化のために必要な特定公

園施設の設置に関する基準を定める条例 
千葉県福祉のまちづくり条例  

傾斜路 

スロー

プ  
 

・階段を設ける場合は傾斜路を併設するこ

と  

・幅員 120cm 以上（階段併設の場合 90 ㎝

以上）  

・縦断勾配 8％以下  

・横断勾配は設けない  

・高さ 75 ㎝以内ごとに踏み幅 150 ㎝以上

の踊り場を設ける  

・ 手すりを両側に設ける（端部点字表示） 

＊  

・路面は滑りにくい仕上げとする  

・傾斜路の両側には、立ち上がりが設けられ

ていること  

・接続する通路と色調差をつけること  

・幅員 120cm 以上（階段併設の場合 90 ㎝ 

以上） 

・縦断勾配 1/12 以下（傾斜路の高さが 16 ㎝

以下の場合 1/8） 

・高さ 75 ㎝ごとに踏み幅 150 ㎝の踊り場を設

ける  

・手すりを設ける  

・路面は滑りにくい仕上げとする 

・傾斜路の両側には、立ち上がりが設けられて 

いること  

駐車場  
 

・車椅子使用者用駐車施設を全駐車台数が

200 以下の場合は、その台数の 1/50 以

上、200 を超える場合は、その台数の 

1/100 に 2 を加えた台数を設置する  

・駐車桝は、幅 350 ㎝以上とする  

・車椅子使用者用駐車施設の表示を行う 

・基準を満たす園路及び広場からの距離が

できるだけ短くなる位置に設置  

・車椅子使用者用駐車施設を 1 以上設ける 

・車椅子使用者用駐車施設は、出入口につなが 

る経路ができるだけ短い距離となる位置に 

設ける  

・駐車桝は、幅 350 ㎝以上とする 

・車椅子使用者用駐車施設の表示を行う  

※ ○ｍ以上（○ｍ以上）：基準値（緩和措置） 

＊ 地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図  公園出入口             図  通路 

 

 

 

 

 

出典：都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン  

（例）手摺り                 
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2.1.7 計画条件の整理 
・公園北側の千葉商科大学保有地（約 3,700 ㎡：右図の緑線の範囲）を市が取得（交換：右図

ピンクの範囲の育英会館跡地と交換）し、公園用地として利用する。このため育英会館跡地

は臨時駐車場として使用できなくなる。 

・公園北側の園路は、上記用地の取得後、線形を改良する。この通路は現況で園路として位置

付けており、公園面積を縮小しないため、線形改良後も生活道路としての利用を前提としつ

つ、園路として位置づける。 

・陸上競技場、野球場、体育館、公園南側の桜並木、主要な植栽など、原位置を変更しない施

設、現状を保全する範囲を検討する。 

・国府台地区の地域で利用することを想定して、テニスコートの必要数を検討する。 

・必要駐車台数の検討、駐車場配置の検討 

・トイレの必要数、配置の検討 

・陸上競技場は、ドクターへリの臨時離着陸場に指定されており、緊急車両の動線を確保する

必要がある。 

・現在、国府台公園の運動施設の面積比率は 57.1%と、都市公園法に定められる運動施設の面

積比率の参酌基準の 50%を超えている状況である。 

→運動施設の面積比率の市の条例制定値 60％および参酌基準 50%を考慮した運動施設のあ

り方を検討する。 

・人と車の動線が交錯し、核となる主動線がないため、園内の施設配置がわかるサイン施設が

少ない。メインエントランス空間が不明瞭で溜まりの広場がない。 

→利用者等の歩行者動線と車両動線の分離による安全性確保を検討する。 

→園路のウォーキング・ジョギングコースとしての活用を図る。 

・体育館は、今後、諸室の機能の見直しを検討する。なお、体育館は昭和 48（1973）年竣工

であるが、築 40 年：平成 25（2013）年を目安に長寿命化を図り、築 80 年：平成 65（2053）

を目途に建替えを行う検討をすることとしている（「市川市公共施設等総合管理計画」によ

る）。なお、2018 年現在、耐震改修済である。 
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2.2 上位関連計画や各種関連資料 
 

上位関連計画としては、以下が挙げられる。 

＜上位計画＞ 

・文部科学省 スポーツ振興基本計画（H29.3） 

・第 12 次 千葉県体育・スポーツ推進計画（H29.4） 

・市川市総合計画基本構想（H13） 

・市川市総合計画第二次基本計画（H23.3） 

・市川市スポーツ振興基本計画（H29.3） 

・市川市北東部スポーツタウン基本構想（H26.11） 

 

 

＜関連計画＞ 

・市川市都市計画マスタープラン（H16.3） 

・市川市みどりの基本計画（H16.3） 

・生物多様性いちかわ戦略（H26.3） 

・市川市地域防災計画（H27.4） 

・市川市公共施設等総合管理計画（H28.3） 

・市川市景観基本計画（H28.12） 

 

 

＜関連資料等＞ 

・北西部エリアの目標 

・市川市市有建築物耐震化状況及び改修予定時期（H20.4） 

・市川市スポーツに関するアンケート調査結果（H29.3） 

・市川市の文化財 
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2.2.1 ⽂部科学省スポーツ基本計画 
文部科学省（スポーツ庁）では、スポーツ基本法の規定に基づき、スポーツに関する施策の

総合的かつ計画的な推進を図るために、「スポーツ基本計画」を策定している。 

平成 30 年時点では、平成 29 年 3 月に策定された第二期計画（平成 29～33 年度の 5 カ年計

画）が現行計画となっている。 

この計画では 20 の数値目標を掲げ、「一億総スポーツ社会」を実現する、としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「スポーツ基本計画」文部科学省 
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2.2.2 第 12 次 千葉県体育・スポーツ推進計画 
千葉県では、昭和 36 年のスポーツ振興法を受けて千葉県スポーツ審議会を発足させ、昭和

37 年に第 1 次千葉県体育・スポーツ振興計画を策定し、その後必要な改訂を加えながら継続

してスポーツ振興を図っている。 

平成 30 年時点では、平成 29 年 4 月に策定された第 12 次 千葉県体育・スポーツ推進計画

（平成 29～33 年度の 5カ年計画）が現行計画となっている。 

この計画では多数の数値目標が掲げられているが、スポーツ施設に関しては「安全性・バリ

アフリーを目指した施設・設備の整備を図、現有施設の有効活用を推進する、としている。 

 
出典：第 12 次 千葉県体育・スポーツ推進計画 
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2.2.3 市川市総合計画基本構想 
市川市の総合計画は、市の基本的な政策の方向性を示す計画であり、平成 13 年から 37 年ま

での 25 年間を計画期間として、「基本構想」、「基本計画」及び「実施計画」により構成されて

いる。「基本構想」における、関連する記述を以下に抜粋する。 

 

1 まちづくりの基本理念 

 「人間尊重」「自然との共生」「協働による創造」の 3 つを基本理念としてまちづくりを進めます。 

2 将来都市像 

 『ともに築く 自然とやさしさがあふれる 文化のまち いちかわ』 

3 まちづくりの基本目標と施策の方向 

［基本目標］ 

1 真の豊かさを感じるまち 

2 彩り豊かな文化と芸術を育むまち 

3 安全で快適な魅力あるまち 

4 人と自然が共生するまち 

5 市民と行政がともに築くまち 

 

基本目標 1  真の豊かさを感じるまち 

●施策の方向――――――――――――― 真の豊かさを感じるまち 

（3）生きがいを見いだす、いきいきとした生涯学習社会をつくります 

誰もが、楽しく心豊かに、それぞれのライフステージに応じた学習活動ができる環境の整備を進めま

す。 

学習成果が、社会の中で適切に評価され、発揮できるような体制づくりを進めます。 

 

基本目標 2  彩り豊かな文化と芸術を育むまち 

●施策の方向――――――――― 彩り豊かな文化と芸術を育むまち 

（3）暮らしの中で「まちの文化」を育みます 

さまざまな文化や習慣を持った人々との交流の機会を充実し、相互理解を深めながら、新たな融合文

化の創造を図ります。 

暮らしの中の文化を大切にし、ふれあいや思いやりの心を持って地域活動などを行い、生活に潤いを

もたらす「まちの文化」を育てます。 

 

基本目標 3  安全で快適な魅力あるまち 

●施策の方向――――――――――― 安全で快適な魅力あるまち 

（1）安全で安心して暮らせるまちをつくります 

災害から市民の生命と財産を守るため、消防・防災体制の充実、都市基盤の整備を進め、災害に強い

まちづくりを推進します。 

交通安全対策や、防犯活動を積極的に進め、安全で安心できる生活環境づくりを進めます。 

（2）快適な暮らしを支え、質の高い都市基盤整備を進めます 

高齢者や障害のある人に配慮した歩道の整備など、すべての人々が安全で快適に生活できるよう、人

にやさしいまちづくりを進めます。 
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市民生活の利便性や円滑な経済活動が行えるよう、広域的な幹線道路と連携した地域内道路の整備を

進めます。 

新しい時代に合わせた交通手段も見据え、総合的な交通体系の整備、確立を図ります。 

効率的で計画的な下水道の整備を進め、河川の水質を保全し、清潔で快適な生活環境をつくります。 

都市の成熟化に応じて、老朽化した公共施設の適切な維持管理を行うほか、他の用途への転換など有

効な施設利用を図ります。 

（3）自然、歴史、社会環境などを活かして、バランスのとれた魅力ある土地利 用を図ります 

地域の生活・文化・産業・自然環境などの特性を活かした適切な土地の有効利用を図ります。 

利便性や防災機能の向上のため、主要駅周辺における再開発や、既成市街地の再整備を図ります。 

自然や文化的資産などを活用しながら、快適性、安全性などに配慮した景観の形成を進めます。 

 

基本目標 4  人と自然が共生するまち 

●施策の方向――――――――――――― 人と自然が共生するまち 

（1）自然を大切にし、やすらぎと潤いのあるまちをつくります 

貴重な自然環境や多様な生態系を保全するため、人と自然が共生できる仕組みとライフスタイルの確

立を進めます。 

市内に点在する斜面樹林や農地の緑、市街地の黒松など良好な緑地の保全、創造に努め、緑豊かな環

境づくりを進めます。 

本市の貴重な財産である湧水、川、海などの水環境を活かし、人々が気軽に親しめる水辺空間の保全、

創造に取り組みます。 

自然の中で営まれる農業や漁業の環境保全機能を活かしたまちづくりを進めます。 

（2）環境への負荷の少ないまちをつくります 

市民、事業者、行政が一体となって、省資源、省エネルギーの推進に取り組み、環境負荷の少ないま

ちをつくります。 

環境に関する教育や学習の機会を拡充し、環境活動を活性化します。 

新たな環境汚染物質への対応をはじめとする環境保全の取り組みを充実し、安全で住みよいまちをつ

くります。 

 

基本目標 5  市民と行政がともに築くまち 

●施策の方向―――――――――――― 市民と行政がともに築くまち 

（1）市民と行政とのパートナーシップのもとでまちをつくります 

多くの市民が市政に参加できる機会や仕組みづくりを充実します。 

情報公開を積極的に進め、市政に関する情報の共有化を図ります。 

（2）まちづくりのための新しいコミュニティをつくります 

市民一人ひとりが地域への愛着を持ち、地域活動や市民同士の交流を通して、住みよい地域社会を形

成できるようなコミュニティづくりを進めます。 

ボランティア活動やＮＰＯ活動などへの参加意欲を高めるとともに、自発的活動を支援します。 
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2.2.4 市川市総合計画第⼆次基本計画 
市川市総合計画第二次基本計画は、平成 23～32 年度の計画期間で、「市川市総合計画Ｉ＆Ｉ

プラン 21」の基本構想に掲げられた将来都市像を実現するための、基本的な施策が定められ

ている。 

  

第１章  真の豊かさを感じるまち 

第 1節 健康で安心して暮らせる、地域福祉の充実したまちをつくります 

 （大分類）スポーツ 

●スポーツ分野を取り巻く現状と課題 

市民のスポーツを行える場として、国府台スポーツセンター、塩浜市民体育館といった複合

スポーツ施設のほか、野球場、テニスコート、屋外プールなどの公共施設があります。これら

のスポーツ施設の中には、築年数が 50 年を超えるものがあることから、計画的な再整備が必

要となっています。 

●スポーツ分野のねらい（中分類） 

スポーツ施設の計画的な再整備を行います。また体育指導委員やスポーツリーダーバンク、

公認スポーツ指導者制度などにより、スポーツを支える人材の育成と確保に取り組んでいきま

す。 

より、多くの人々がスポーツに親しめるよう、総合型地域スポーツクラブの活動を支援する

ほか、Web サイトを利用した施設予約システムの運用など利便性を高める取り組みを進めます。 

また、スポーツ関係団体の活動内容、スポーツ関連の行事予定、施設の利用状況など、スポ

ーツに関する情報の提供を進めていきます。 

 

第２章  安全で快適な魅力あるまち 

第２節 快適な暮らしを支え、質の高い都市基盤整備を進めます 

（大分類）ユニバーサルデザイン 

●ユニバーサルデザイン分野のねらい（中分類） 

公共施設を利用するすべての人が、自由にかつ公平に利用できることを目指し、公園、公民

館などに、※多機能トイレや多言語により案内板などの※ユニバーサルデザインに配慮した施設

整備を進めていきます。 

また、商業施設などの民間施設においても※ユニバーサルデザインを取り入れるよう協力を

求めていきます。 

 

出典：市川市総合計画第二次基本計画 
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2.2.5 市川市スポーツ振興基本計画 
市川市総合計画第二次基本計画は、平成 23～32 年度の計画期間で、「市川市総合計画Ｉ＆Ｉ

プラン 21」の基本構想に掲げられた将来都市像を実現するための、基本的な施策が定められ

ている。スポーツ施設に関連する記述を以下に抜粋した。 

市川市のスポーツにおける課題 

課題 スポーツをする空間・場所の確保・充実 

   ・身近な空間や場所を有効活用し、気軽にスポーツに取り組める環境づくり 

   ・既存施設の利用環境の改善や充実 

   ・大学や民間のスポーツ施設との連携による効果的な施設利用 

 

基本目標 スポーツをする空間・場所の確保・充実 

 （１）公共スポーツ施設の整備 

    本市では、野球場、サッカー場、テニスコート、体育館など様々なスポーツ施設を整備して 

   おり、市北東部においては、テニスコーチなどのスポーツ施設が不足している状態でしたが、 

   平成２６年に市川市北東部スポーツタウン基本構想を策定し、平成２８年から北市川運動公園 

   の整備を進めています。 

    また、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会キャンプ地招致に向け、バリア 

   フリー等の施設整備を進めていくことが求められています。 

    今後も、市民に快適なスポーツ環境を提供するために、施設の種類や稼働状況、及び老朽化 

   の進捗状況を把握し、また市民のニーズに合った施設配置の状況を把握分析します。 

    スポーツ環境の充実を図っていくために、老朽化した既存施設や設備については、関連する 

   計画との整合性を図りながら、優先順位を決めて、効果的な改修計画を作成していきます。 

    また、市民のニーズに対して本市に新設や増設が必要となるスポーツ施設については、施設 

   の適正量を踏まえ、全体的な調整を行いながら、整備方針の検討を進めます。 

 （２）方向性 

    関連計画との整合を図りながら、老朽化した施設について、リニューアルや廃止等を含めた 

   計画を検討していきます。 

 

スポーツ施設の新設、再整備（継続的事業～中期的事業） 

  ○国府台公園周辺 

  ・国府台公園周辺の整備については、スポーツセンターの機能を補完していくことを目的とし、 

   市川市北東部スポーツタウン基本構想との連携を図り検討していきます。 

  ・スポーツセンターについては、施設や整備改修、備品類の充実を踏まえ「安全・安心」な施 

   設として整備を進めていきます。また、施設の改善に向けた整備を進めるとともに、施設の 

   機能性向上、環境美化を進めます。 

  ・東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向けて、国や県との連携を図り 

   必要に応じた対応を検討いたします。 

出典：市川市スポーツ振興基本計画 
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2.2.6 市川市北東部スポーツタウン基本構想 
市川市では、北東部におけるスポーツ施設の不足、施設の老朽化及び改修・建て替えに必要

な用地の不足、既存施設の市民ニーズとの不整合など、スポーツ環境において様々な課題を抱

えていることから、北東部ゾーンをスポーツタウンと位置づけ、新たなスポーツ施設の整備等

を進め、これらの課題解消及び市民の健康の保持･増進を図ることを目的として、「市川市北

東部スポーツタウン基本構想」を策定した。この構想に基づき、北市川運動公園が平成 29 年

7 月に開園された。 

また、国府台公園（市川市スポーツセンター）や市全体のスポーツ施設の現状・課題にも触

れられていることから、関連箇所を以下に抜粋した。 

 

（1）市川市スポーツセンター現状  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市川市スポーツセンター現況配置図 

【現状の問題点】  

●  施設率が運動公園の基準の 50％を超えている  

●  野球場（S25 竣工）、陸上競技場（S28 竣工）、体育館（S48 竣工）の老朽化、機能低下が著しい  

●  テニスコートが分散し、大会運営や維持管理面での負担も大きい  

●  観覧席がないため、「観る」スポーツと「支える」スポーツの楽しさがなく、スポーツ観戦の利用が 

非常に少ない  

●  施設率が 66.3％と高く、年間約 20 万人の利用があるものの、通路、駐車場に面積を取られるため 

園地が非常に少なく、休息スペースがほとんど確保できていない  

●  メインエントランス ＊空間が不明瞭  

●  人と車の動線が交錯している  

●  溜まりの広場がない  

●  動線が施設を縫うようにレイアウト＊ されており、核となる主動線がないため、園内の施設配置 

がわかりにくい（サイン施設が少ない） 

  

● 公園面積：72,651 ㎡  

● 施設面積：48,149 ㎡  

● 施設率  ：66.3％  
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（2）市川市スポーツセンターの現状と課題  

 

【施設の現状】  

●  都市公園法の運動公園の基準である施設率が 50％を越え、現状では 66.3％となっている  

●  施設の老朽化による機能の低下、社会ニーズに対応していない施設規模が見られる  

●  テニス大会等における観覧スペースがない  

●  施設が混み合っており、利用者の休息、レクリエーションスペースがほとんどない  

●  メインエントランスが不明瞭で、人と自動車の動線が交錯している  

●  集散の拠点となる広場、公園の顔となる広場がない  

●  施設配置が不明瞭（配置の把握が難しい）  

   

【アンケートの現状】  

● 「健康増進を目的とした小規模な体育館」を望む声が大きいものの、４割近くの人はプロスポーツの 

公式戦などの開催可能な大規模な複合施設」を望んでいる  

●  運営に関しては、「市が所有するスポーツ施設の運営・管理を民間が行う」という要望が 6 割以上 

を占めている  

 

 

 

 【課題】  

➣  体育館及びテニス機能の北東部への移設による、運動・スポーツに親しむ機会の均等化（一部テニス 

コートの残置及び小体育館としての現体育館の建替えによる北西部ゾーンのスポーツ拠点の確保）  

➣  市の運動・スポーツの核としての体育館機能の充実  

➣  運動公園の適正規模化、施設の老朽化改善  

➣  テニス大会等の運営の円滑化と統一サーフェス等による同一条件下での大会の開催  

➣  身近な緑のオープンスペースとしての公園空間・機能の見直し（運動・スポーツ機能以外の 

憩い・レクリエーション機能、地域の環境向上機能の充実）  

➣  観戦するスポーツの楽しみの提供  

➣  民間運営によるきめ細やかなサービスと市民ニーズへの速やかな対応  
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（３）．調査内容の整理及び課題の抽出  

テニスコートの現状と課題   

【施設の現状】  

●  テニスコートは、北東部を除いて市域全体に配置され、市全体で 25 面のコートが整備されている  

●  市川市のテニス大会において、男子シングルスでは、平成 25 年度に約 300 名の参加がある  

●  大会は、国府台テニスコートと福栄スポーツ広場が利用されており、それぞれ 9 面と 7 面のコートが整

備されている  

●  特に、国府台テニスコートは、9 面が分散配置されており、大会時の運営、日常時の管理に大きな課題を

抱えている  

●  また、国府台テニスコートでは、クレイコートが 3 面あり、2～3 月の冬季には整備のため貸出を行って

いない  

●  公式トーナメントにおけるコートの面数は、試合用に 8 面、練習用に 4 面の計 12 面が必要とされてお

り、それぞれのテニスコートとも 1 箇所開催での基準は満たしていない  

●  国府台テニスコートと福栄スポーツ広場とも、照明施設等がないため夜間の利用ができず、1 日の利用時

間が短い  

●  平成 26 年度から市川市テニス協会主催による中学生大会も開催されるため、観覧席付きのテニスコート 

の整備が望まれる  

●  人口規模の近い町田市では、テニスコートは 30 面整備され、うち 16 面は 1 ヶ所にまとめられている。

近隣の自治体では、浦安市と松戸市が共に 26 面整備されている。市川市の規模としては、やや少ない状

況である。   

【アンケートの現状】  

●  現在行っている運動・スポーツでは、テニスが第 9 位となっており、今後行いたいスポーツでは 7 位と

なっている  

●  意向と現在の状況との比率では、第 3 位となっており、行いたい運動・スポーツとしての位置づけが高い  

●  今後充実してほしい公共スポーツ施設として、テニスコートが第 4 位になっており、市民のニーズも高く

なっている  

 

  

【課題】  

➣  テニスコートは市域に整備されているものの、北東部には整備されていない  

➣  テニス大会では、多くの参加者があり、円滑な大会運営が可能なテニスコート整備が求められる  

➣  年間を通して多くのテニス大会が開催され、平成 26 年度からは中学生のテニス大会も含まれることから、 

1 箇所での大会開催可能規模のテニスコートが市域に求められる  

➣  また、特に中学生大会等は、保護者を始め学校関係者などの多くの観戦者が来場すると想定されるため、 

十分な観覧席の整備が求められる  

➣  このためには、余裕ある大きな用地確保が求められる  

➣  生涯スポーツの観点からも、ジュニア育成のための施設も重要であり、市域全体でテニスが楽しめる環境 

づくりが必要となっている  

➣  さらに、テニスは健康づくりだけでなくコミュニティづくりにも役立つものであり、身近で手軽な施設 

運営が求められる  

➣  施設の有効利用と利用向上のために、照明施設の充実したテニスコートが求められる  
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４．市川市のスポーツ施設の配置検討  

（１）市川市スポーツセンターの施設改善検討  

１）施設配置の検討  

 【市川市スポーツセンターの問題点】  

●  運動公園としての施設率の超過（基準：50％以下・現状 66.3％）  

●  施設の老朽化  

●  施設内容と市民ニーズとのギャップ ＊   

●  オープンスペースの欠如  

●  不明瞭で歩行者優先になっていない動線  

●  バリアフリー未対応  

●  駐車場の不足  

 

 

【施設改善策】  

➣  市川市スポーツセンターの課題である施設率 50％以下を達成するため、体育館及びテニス機能を 

北東部へ移設することにより、体育館機能及びテニスコートの縮小と市民ニーズに応える施設への 

更新が可能  

➣  野球場、陸上競技場の施設改修  

➣  野球場バックスタンド改修とスポーツセンター管理機能の集約  

➣  十分な用地の確保（運動公園敷地の拡張）  

➣  駐車場の確保  

➣  憩い・レクリエーションに供するオープンスペースの確保  

➣  バリアフリーの推進  

  

〇現況配置                                 〇施設配置計画案  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ➣ 施設率 50％へ   

 ➣ ゆとりある運動公園へ  
➣ 施設配置図計画案 
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（２）市川市全体のスポーツ施設配置検討  

【市川市スポーツ施設配置の問題点】  

●  スポーツ施設配置の地域格差の解消  

●  総合型地域スポーツクラブの不在  

●  円滑なスポーツ大会開催を可能にする施設不足  

●  市民ニーズに対応するスポーツ施設の不足  

●  プロスポーツなどスポーツ観戦を楽しむ施設不足  

 

 

 

【施設改善策】  

➣  北東部の総合型地域スポーツクラブを核とした地域スポーツの充実と市川市のスポーツネットワーク 

の形成  

➣  地域のスポーツ核を中心とした地域ニーズに対応した地域密着型スポーツ施設の配置及び現況施設の 

改修・機能向上と地域内ネットワーク化  

➣  民間スポーツ施設との連携 

                                                                                    

  

【具体的改善策】  

◆ 北東部における「（仮称）市川スポーツア 

リーナ」を市川市のスポーツの核とする  

◆ テニス場の核として（仮称）北市川運動公 

園を位置づける  

◆ 市川市スポーツセンターの体育館を地域 

密着型施設に更新する  

◆ 塩浜市民体育館の施設の充実を図る  

◆ 信篤市民体育館の地域拠点化を図る  

◆ 福栄スポーツ広場のテニスコートの観覧 

機能を向上させる  

◆ 地域の身近なスポーツ施設・広場等を充実 

させる  

◆ 民間施設と連携する  

◆ 市川市全体のスポーツ核と地域のスポー 

ツ核とのネットワーク化を図る  

◆ 地域内のスポーツ機能のネットワーク化 

を図る  

 

                                                  

出典：市川市北東部スポーツタウン基本構構 

 

  

➣スポーツ施設ネットワーク図 
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2.2.7 市川市都市計画マスタープラン 
「市川市都市計画マスタープランは」、「市川市総合計画」に示された将来都市像『ともに築

く 自然とやさしさがあふれる 文化のまち いちかわ』を具体化していくための基本的な方

針となるものであり、北西部地域もこの計画に基づき都市づくり・まちづくりが進められてい

る。 

  

１）全体構想 

 

①計画の位置づけ 

 市川市の総合計画に掲げている将来都市像を具体化していくための都市計画分野におけ

る基本的な方針であるとともに、再開発･交通･防災･水や緑･景観等の部門別計画に対する総

合的な指針となるものです。 

 ②目標年次 

概ね２０年後の平成 37 年（西暦２０２５年） 

 ③全体構想 

ともに築く 自然とやさしさがあふれる 文化のまち いちかわ 

 ④都市づくりの目標 

                                                  

                                                  

                                                  

歴史･文化･自然を活かし 

潤いと安らぎのある都市づくり 

都市基盤が整い 

安全に安心して暮らせる都市 

づくり 

都市活動や日常生活を支える 

交通環境の充実した快適な都市

づくり 

市民・事業者、行政の 

協働によるまちづくり 

図 将来都市構造図   

活力・住みやすさを持つ 

バランスのとれた魅力ある都市

づくり 
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２）地域別構想・北西部地域 

 

①将来像  

里山や農地の自然環境に触れ合い、 

街道沿いの歴史と文化を大切にして活気を育み 

水辺の環境で集い、交流する北東部のまち 

 

 ②目標 

  

 

 

 

 

 

 

 

   ⓷地域づくりの方針。将来構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            図 北西部地域将来構造図 

 

  

                                                    出典：市川市都市計画マスタープラン 

  

“水と緑の回廊”を活用した 

人が育むまち 

・豊かな自然と固有の歴史を「守り・育て・つなげる」まちづくり 

・水と緑に守られた誰もが「安心して快適に」暮らせるまちづくり 

・活気と潤いが調和する「めりはり」のあるまちづくり 

・世代をこえて誰もが「集い･語らい･触れ」 

あえる市民主体のまちづくり 
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2.2.8 市川市みどりの基本計画 
「市川市都市計画マスタープランは」、「市川市総合計画」に示された将来都市像『ともに築

く自然とやさしさがあふれる文化のまちいちかわ』を具体化していくための基本的な方針とな

るものであり、北西部地域もこの計画に基づき都市づくり・まちづくりが進められている。 

 

１）計画の目的 

 緑の基本計画は、都市緑地保全法第 2 条の 2 に基づいて、緑地 ＊ の保全 ＊ 及び緑化

の推進を、総合的かつ計画的に取り組む計画です。貴重な緑地を保全し、潤いや安 

らぎのある新たな公園・緑地の整備に向けた基本的な方策を定めるものです。 

２）計画の目標年次 

平成 37 年（2025 年）の 21 世紀第１四半世紀 

３）基本理念 

人と緑とのかかわりを大切にする 

４）計画の目的 

潤いと安らぎあふれる豊かなまち 

５）基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 ６）北西部の公園施策の方針 

表 緑の拠点の創出  

施策方針 基本的な施策 

水辺環境の活用  ・じゅん菜池緑地は、じゅん菜が生育する水辺環

境を維持するとともに、市民の憩い・レクリエー

ションの場として一層の活用を推進します。  

国府台公園の景

観の維持  

・ 国府台公園は、緑の多い運動公園としての景観

を維持し、周辺の教育施設との調和を図ります。 

曽谷貝塚公園の

整備  

・ 曽谷貝塚は国の史跡に指定されていることか

ら、緑の拠点を担う歴史公園として整備します。 

国分川調節池の

保全と創出 

・国分川調節池は、治水機能の確保と鳥類や昆虫

類の重要な生息場所として保全するとともに、環

境学習や市民に親しまれる水辺環境を創出しま

す。  

 

出典：市川市みどりの基本計画 

  

１.生態系に配慮して地域の緑を守り活用します 

２.魅力ある都市公園を創出します 

３.公共施設の緑を増やします 

４.民有地の緑を増やします 

５.水と緑のネットワークを形成します 

６.緑のパートナーシップを推進します 

図 北西部地域方針図 
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2.2.9 ⽣物多様性いちかわ戦略 
いちかわ戦略は、生物多様性基本法第 13 条に基づき、生物多様性国家戦略を基本として、

市川市における生物多様性の保全と持続可能な利用に関する基本的な計画として策定する。 

 

１）計画の目的 

本戦略は、自然環境のつながりや人と自然とのつながりの形成に努めるとともに、生物多様

性の持続可能な利用を地域から進めていくことが必要になり、市川市総合計画に掲げた将来

都市像の「ともに築く  自然とやさしさがあふれる  文化のまち  いちかわ」を子どもたち

の未来に引き継いでいくため、生物多様性の保全と持続可能な利用の総合的かつ計画的な推

進を目指して算定した。 

２）基本理念 

「自然と自然」「文化と文化」「人と人」 

「人と自然と文化」のつながりが形成 

３）計画の目標年次 

2050 年：短期目標（2020 年まで）中期目標（2025 年まで）長期目標（2050 年）  

４）基本方針 

 

 

・地域の核となる自然環境を保全していきます。  

・身近な自然環境の保全・再生を図ります。  

・地域本来の生物を保護・再生し、外来生物等による生態系への影響の軽減を図

ります。  

・民有地の緑を増やし、保全します。  

 

 

・市民と事業者と行政の協働により、自然環境の保全をおこなっていきます。  

・市民ボランティア活動に参加する市民や事業者の育成をおこなっていきます。 

 

 

・市民と事業者と行政の協働により、自然環境の保全をおこなっていきます。  

・市民ボランティア活動に参加する市民や事業者の育成をおこなっていきます。 

・生物多様性に関する知識と理解を広めていきます。  

 

 

・生物多様性に配慮した都市開発や事業活動、市民生活をおこなっていきます。 

・地球温暖化対策に取り組みます。 

・子どもたちが自然や文化にふれ合える機会を増やします。  

 

出典：生物多様性いちかわ戦略  

  

基本戦略１：生物多様性の保全・再生（自然と自然をつなげる）   

基本戦略２：豊かな文化と景観の保全・創出（文化と文化をつなげる）  

基本戦略３：様々な人や組織との協働（人と人をつなげる）  

基本戦略４：様々な人や組織との協働（人と人をつなげる）  
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2.2.10 北⻄部エリアの⽬標 
  この地域の特徴は、市川市の西側を流れる江戸川沿いの風景で、近隣の他市とは異なり、市

川の恵まれた自然環境の一つです。東京湾に注ぐ江戸川沿いの美しい景観は、緑豊かな斜面林と

ともに、東京から市川に来たことの印象を深めている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

図 北東部エリアの主な緑と水辺の環境 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：市川市生物多様性いちかわ戦略 

□2050 年の目標（将来の姿）と取り組み 
●目標１ 
 真間山弘法寺から始まる斜面林と里見公園や
国府台緑地を生物多様性の核として保全し、周
辺緑地や住宅地の豊かな庭、外郭環状道路等の
緑地帯、都市河川から江戸川へつながる生き物
のネットワークが形成されます。 〇実現に向け
ての取り組み 
・真間山弘法寺から国府台緑地へとつながる斜

面林緑地の保全  
・里見公園や国府台緑地を拠点とした断続的に

分布する緑地間の生き物のネットワーク形成 
・真間川、国分川、春木川の水質改善や生き物

に配慮した護岸の整備  
・外郭環状道路沿道の生物多様性に配慮した緑

地帯の形成  
・市街地の緑地の保全  
・周辺住民の生物多様性の理解と周知 
 ●目標２ 
 国府台緑地や堀の内貝塚緑地などの周辺緑地
では、地域住民と里山ボランティアと行政の協
働で、生物多様性に配慮した保全活動が行われ
ています。 
〇実現に向けての取り組み 
・国府台緑地や堀の内貝塚緑地など周辺緑地の

生物多様性に配慮した保全 
・公園や緑地の市民との協働による管理体制づ

くり  
・周辺住民の生物多様性の理解と周知  
●目標３ 
里見公園や国府台緑地は、市民に親しまれる緑
の拠点として、地域の自然や文化を学び・体験
することができる環境学習の場としても活用さ
れています。 
〇実現に向けての取り組み 
・都市公園の整備  
・自然環境を利用した安全で身近に生物多様性

を学べる場の確保  
・地域の伝統ある行事の継承  
・周辺住民の生物多様性の理解と周知  
●目標４ 
国分川調節池は、治水機能を確保しつつ、一部
分は、生き物の重要な生息場所として保全され、
環境学習や市民に親しまれる水辺の環境を形成
しています。 
 〇実現に向けての取り組み 

 ・国分川調節池での生物多様性の保全・再生 
・自然環境を利用した安全で身近に生物多様

性を学べる場の確保  
・市民に親しまれる水辺環境の保全 

□2020 年の達成目標  
●基本戦略１：生物多様性の保全・再生 
 ・生物多様性の回復  
  ・民有樹林地の保全  
  ・水辺環境の生物多様性の回復  
  ・市街地の都市公園の拡充と保全  
  ・市街地の都市緑地の拡充と保全  
  ・河川の生物多様性の回復  
  ・子どもたちが体験・体感できる場の

形成  
  ・在来種の生息環境の保全  
  ・外来種の侵入を防ぐ  
●基本戦略２：豊かな文化と 

景観の保全・創出 
・ 自然に根ざした地域文化の伝承  
・ 巨樹、巨木の保全  

●基本戦略３：様々な人や組織との協働 
・ 市民ボランティア活動への支援体
制の推進  

・ 花と緑に関する知識と技術の普及  
・ 生物多様性に関する情報収集  

●基本戦略４：生物多様性の持続可能な
利用  

・生物多様性に配慮した公共事業の 
普及  

・生物多様性に配慮した事業活動の 
普及  

・地域の自然や文化に対する理解と 
普及  



 

2-32 

2.2.11 市川市地域防災計画 
市川市地域防災計画は、災害対策基本法第 42 条及び市川市震災予防条例第 3 条の規定に基

づいて、市川市防災会議が作成する計画である。 

国府台公園は高台の比較的安全な場所に位置する公共施設であるため、避難場所、広域避難

場所に指定されるとともに、野球場、陸上競技場がドクターヘリ臨時離着陸場に指定されてい

る。 

 

広域避難場所一覧                        （Ｈ27 年 4 月 1 日現在） 

 ・ 国府台スポーツ公園、里見公園を含む周辺の学園地域 

 

避難所施設一覧（避難場所、広域避難場所）        （Ｈ27 年 4 月 1 日現在） 

施設名称  所在地  
災害種別  

無線 
地 津 高 江 真 土 

国府台スポーツセンター 国府台 1-6-4  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 413 

災害種別の略称  地震：地、津波：津、高潮：高、江戸川氾濫：江  

                  内水・真間川氾濫：真、土砂災害（崖崩れ）：土 

 市川市地域防災無線設置                      （Ｈ27年4月1日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドクターヘリ臨時離着陸場 

名    称 所  在  地 管  理  者 共通番号 

国府台スポーツ 

センター野球場 
国府台 1 丁目６ 

市川市 

スポーツ課 
Ｃ０４０７ 

国府台スポーツセン

ター陸上競技場 
国府台 1 丁目６ 

市川市 

スポーツ課 
Ｃ０４０９ 

 

100 ㎥耐震性貯水槽設置場所                    （Ｈ26年 4月 1日現在） 

設置箇所 所  在  地 設置年度 備  考  

国府台スポーツセ

ンター 
国府台 1 丁目 6-4  － 平成 29 年度設置予定 

 

出典：市川市地域防災計画  

  

個別

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
本
部

学
校

医
療

小
学
校
拠
点

市
街
地

公
民
館

水
防

避
難
所

行
徳

防
災
関
係
機
関

危
機
管
理
課

道
路
交
通
部

水
と
緑
の
部

行
徳
支
所

応
急
危
険
度
判
定

国府台スポーツセンター 半固定 413 ○

施設名 種別
呼
出
番
号

グループ
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2.2.12 市川市公共施設等総合管理計画(2016 年度〜2030 年度) 
「公共施設等総合管理計画」は、市が保有する全ての公共施設等について、総合的かつ計画

的な管理に関する方針を定める計画である。市における公共施設等の将来のあり方や基本方針

を示し、公共施設等を総合的かつ計画的に管理するための指針を定めている。 

以下に国府台公園に関連する、スポーツ施設に関する項目を抜粋した。 

 

●スポーツ施設 

 目標値 

延床面積 

平成 27 年度 平成 42 年度 増減 

20,370.10 ㎡ 19,352.10 ㎡ 
▲1,018 ㎡ 

▲5％ 

 

将来のあり方 
・総人口の減少（平成 27 年度→平成 42 年度  ▲6.5％）を踏まえて、

平成 42 年度におけるスポーツ施設の延床面積は、5％削減とします。 

基本的な方針 

・市民の健康志向の高まりにより、施設需要は高いものの、将来的な人

口減少に合わせて、既存施設については建て替え時の減築などにより

面積削減を図ります。 

 

現状及び課題  

・心の豊かさや生活の質の向上を求める時代にあって、健康的な生活や生きがいを求めてスポーツ 

をする人が増加しています。それに伴い、競技スポーツやレクリエーション、健康づくりなど、 

スポーツのあり方も多様化しています。  

・平成 18 年度より、指導者の資質と指導力の向上を目指し、「市川市公認スポーツ指導者制度」 

を設け、スポーツを支える人材の育成と確保に取り組んでいます。さらに多くの人がスポーツに 

親しめるよう、体力づくりや各種スポーツのレベル向上のため専門知識や経験を持つ指導者育 

成・確保が課題となっています。  

・スポーツを行う場として、国府台スポーツセンター、塩浜市民体育館といった複合スポーツ施設 

のほか、野球場、ﾃﾆｽコート、屋外プールなどの公共スポーツ施設があります。これらの施設 

の中には、築年数が 50 年を超えるものもあることから、計画的な再整備が必要となっていま 

す。  

・体育館については稼働率が高く、全施設７０％を超えています。  

・まちかど健康サロンは、心身の健康づくりと市民相互の交流促進を目的として、民間の建物を借 

りて設置している施設です。規模が小さいこともあり、利用者数は少なくなっています。また、 

塩浜市民体育館と近接しています。  

・その他、屋外スポーツ及び健康増進を図るための施設として、スポーツ広場や少年広場、少年野 

球場、ゲートボール場、グラウンドゴルフ場などを設置しています。少年広場、ゲートボール場、 

グラウンドゴルフ場は、民間の土地を借用して設置している施設です。  

  



 

2-34 

 

スポーツ施設 － 1  

軸評価の結果（スポーツ施設（市川市スポーツセンター・信篤市民体育館・塩浜市民体育館・

南八幡体育館・市民プール））  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆サービスに関する評価指標  

評価＼指標 

利用実態 施設配置 1 人当たりコスト  

利用者数 
対象範囲(半径 1km)に  

同種施設が重複する割合  

対象施設の平均値(100％)

に 対する割合  

5 100％（以上を含む）  重複無し（0％）  0％以上 40％未満  

4 75％以上 100％未満  25%未満が重複 40％以上 80％未満  

3 50％以上 75％未満 50%未満が重複 80％以上 120％未満  

2 25％以上 50％未満  75%未満が重複 120％以上 160％未満 

1 25％未満  75%以上が重複 160％以上  

◆建物に関する評価指標   

評価＼指標 耐震性 老朽化度  快適性   

5 
耐震性あり  

(避難所指定又は Is 値 0.9 以上)  
49 点以下 対象項目の 100％該当  

4  50 点～59 点  
対象項目の 75％以上 100％未

満該当 

3 
耐震性あり   

(Is 値 0.6 以上)  
60 点～69 点  

対象項目の 50％以上 75％未満

該当 

2  70 点～79 点 
対象項目の 25％以上 50％未満

該当  

1 耐震性なし(Is 値 0.6 未満）    80 点以上  対象項目の 0％以上 25％未満  
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スポーツ施設－３ 

  レーダーチャート（スポーツ施設（市川市スポーツセンター・信篤市民体育館・塩浜市民体育館・

南八幡体育館・市民プール））  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：市川市公共施設等総合管理計画 
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2.2.13 市川市市有建築物耐震化状況及び改修予定時期 
市川市市有建築物耐震化状況及び改修予定時期は、「市川市耐震改修促進計画」において定

められた整備目標等に基づき、市有建築物の計画的な耐震改修を実施していくために市が定め

た、市有建築物耐震化整備プログラムである。 

これによると市川市スポーツセンターは、耐震改修済み（H20 年４月）であることがわかる。 

 

施設名称 所  在  地 
構

造 

階

数 
延べ面積 

建

築 

年

度 

診断 

結果 

換算 

係数 改修予定

時期 

補強 

結果 

スポーツ 

センター 
国府台1丁目 RC 3 7,314㎡ 48 0.15 － 改修済 0.75 

 

出典：市川市市有建築物耐震化状況及び改修予定時期一覧表 
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2.2.14 市川市景観基本計画 
平成 16 年 12 月に「景観法」が施行され、市川市は、より積極的に良好な景観の形成を図

るため、平成 17 年 1 月に景観行政団体となった。 

「景観基本計画」は、本市における景観まちづくりの考え方を明らかにするとともに、その

実現に向けて市民・事業者と行政の協働による景観まちづくり活動の指針とすることを目的に

策定された。 

以下に国府台公園がある国府台地区の関連記述などを抜粋した。 

 

■区分及び特性  

基本目標の達成には、身近な地域の成り立ちを理解しながら、地域の特徴的な自然や歴史的資源を

生かし、守り、周辺環境と調和してすすめていくことが大切であり、そのことが個性と愛着ある地域

の実現につながると考えます。このため、本市を景観特性に従い８つのゾーンに区分し、「地域特性

を生かした景観まちづくり」を展開します。  
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●自然と歴史の住宅地ゾーン 

【特性】 

「自然と歴史の住宅地ゾーン」は、国分・曽谷・大野などの台地と谷津、その裾野に広がる低地か

ら構成されており、台地の縁辺部では斜面林が緑の縁取りを形づくっています。このような緑に加え

て、屋敷林なども比較的多く、豊かな緑に包まれた住宅地がこのゾーンの大きな特徴となっています。

また、国府台周辺には大学を中心とした文教エリアも広がっています。  

台地上では古くから人々が生活し、農業も営まれていたため、貝塚や古墳など多くの遺跡が 

あり、祠、石造物なども残されています。この地域は、道が入り組んでいたためか、道祖神、 

道標、地蔵尊が多いことが特徴で、古くからの人々の暮らしを物語っています。  

 

【景観要素】 

斜面林と樹林<国府台・曽谷など>  

                   国分台・曽谷台・大柏台などの台地と入り組んだ谷津が複

雑な地形をつくり、斜面林とまとまった樹林が残されてお

り、住宅地に緑のうるおいを与えています。また、斜面林は

まちなかを走る道路や鉄道からの印象的な眺めとして、市全

体のイメージを形づくっている景観上の大切な要素となっ

ています。  

 

歴史を語る資源<下総国府跡・曽谷貝塚など>  

                   古代の暮らしや文化を物語る貝塚や古墳をはじめ、下総国

府跡や国分寺、城跡など、歴史的な遺跡が多く残されていま

す。また、地域の成り立ちや人々の暮らしなど歴史を標す寺

社や祠・石造物なども点在しています。 

 

 

緑に恵まれた住宅地 

                   斜面林や寺社林が身近に存在していることに加え、住宅の

敷地内にも屋敷林や樹木が比較的多く、住宅地は緑に恵まれ

ています。また、真間川沿いから国府台、国分にかけての台

地上は風致地区に指定されており、緑の多い住宅地として親

しまれています。  

 

印象的な眺望<里見公園や弘法寺などからの眺望など>  

                   台地の突端や高台の公園からは、市街地、河川を望むこと

ができ、天気の良い日には遠く富士山を見ることもできま

す。また、道路を見通す先に斜面林の緑が見えるなど良好な

眺望を得ることができます。 
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【景観まちづくりの目標】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取り組み事例】 

中国分の一部地域では、本市で初めての景観協定として「中国分三丁目景観協定」が認可されるな

ど、住民・事業者主体の景観に配慮したまちづくりがおこなわれています。 

 

出典：市川市景観計画 

 

  

「緑にあふれたまち」を、みんなでつくり、育てましょう  

地域の恵まれた緑をみんなで協力して守り、つくり、育てながら、ふれあい 

のある暮らしやすい住環境を育んでいきます。  
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2.2.15 市川市スポーツに関するアンケート調査結果 
「市川市スポーツ振興計画」の見直しにあたって、社会情勢や環境の変化、市民のスポーツ

に関する意識や要望の多様化に対応し、市民の意見を十分に反映させた計画を策定するために

行われた調査（H29 年３月）である。 

以下に国府台公園、スポーツ施設に関連する項目を抜粋した。 
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2.2.16 ⽂化財 
市川市は先土器時代から人が住み始め、江戸時代には江戸近郊の風光明媚な地として知られ

るなど、歴史的資源の多い土地である。 

国府台公園内には、市指定の文化財「下総総社跡（しもうさそうじゃあと）」があり、計画

検討にあたって考慮する必要がある。 

 

【下総総社跡（しもうさそうじゃあと）】 

大化の改新の詔によって、日本各地は 60 余カ国に分けて整備され、それぞれの国には国府（こく

ふ）と呼ばれる地方政治の中心が置かれました。下総国は現在の千葉県北部から茨城県西南部、およ

び東京都、埼玉県の一部にあたります。下総の国府は現・市川市国府台（こうのだい）にありました

が、正確な所在地は定かではありません。 

国を治める国守の任務の中に、国内にある神社を毎年巡拝して奉幣祭祀するというものがありまし

た。これはなかなか大変な仕事のため、国府の近くに諸社のご神体を合祀し、巡拝を簡略化しました。

この斎場が総社または六所神社であるとされています。 

現在スポーツセンターのある場所が、下総国の総社（六所神社）があったところです。この一帯は

東西約 130 メートル、南北約 80 メートルにわたって高く盛り上がり、大樹も多かったことから「六

所の森」の名があり、六所神社跡から南に短冊形の地を府中（ふちゅう）と呼ばれていました。総社

がいつごろ置かれたか定かではありませんが、周辺から平安時代初期までの竪穴住居跡が発見されて

おり、平安初期以後であると考えられます。 

明治 19 年、この地に陸軍練兵場ができたため、六所神社は須和田 2丁目に移されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大ケヤキの下にある下総総社跡の碑 

  

出典：市川市 HP 文化財（市指定）－下総総社跡 
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2.3 現地調査 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①⻄側⼊⼝看板及び公園案内 ②⻄側緑地及び彫刻 ③北側園路 ④下総総社跡の⼤ケヤキ ⑤陸上競技場付近にある記念碑 ⑥北側園路 ⑦北東側緑地部にあるミニプール 

㉖ 

⑧⻄側⼊⼝部の広場 ⑨北東側駐⾞場 ⑩陸上競技場スタンド及び管理棟 

③ 

⑦ 

⑥ 

⑪ 

⑨ 
⑯ 

⑮ 

㉑ 

⑳ 

㉔ 

② ④ 
⑤ 

① 

⑧ ㉓ 

⑩ ⑭ 

⑬ 
⑱ ⑫ 

⑲ 

⑰ 

㉒ 
㉕ 

⑪北東側緑地部にあるトイレ 

⑫野球場⻄側倉庫 ⑬野球場⻄側トイレ ⑭陸上競技場管理棟はスポーツガーデ
ン国府台の事務所となっている 

⑮陸上競技場⼊⼝ 

⑯広場兼臨時駐⾞場（旧テニスコート） ⑰野球場スコアボード ⑱体育館⼊⼝ ⑲陸上競技場スタンド 

⑳野球場北側休憩コーナー ㉑北側駐⾞場（旧テニスコート） ㉒南側通路 ㉓体育館前オープンスペース ㉔野球場北東側トイレ ㉕南側テニスコート（閉鎖） ㉖⻄側緑地（遊具等あり） 
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2.4 ⾃然・社会・⼈⽂・景観等の概況整理 

2.4.1 ⽴地特性 
・市川市北部に位置し、江戸川に沿った下総台地の高台を中心とした地域である。 

・地域の西端を江戸川が流れ、三丁目地内で坂川が合流している。 

・江戸川 - 地域の西端を流れる河川。市境・都県境にもなっており、対岸は東京都となっている。 

・坂川 - 地域の北西部を流れる河川。国府台三丁目において江戸川と合流している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省江戸川河川事務所 HP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 21 年 4 月 28 日撮影 

出典：国土地理院 

 

江戸川 

国府台スポーツセンター 
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2.4.2 市川市の概況 
・市川市は千葉県北西部に位置し、東西 8.2 ㎞南北 13.4 ㎞でその面積は 56.39ｋ㎡、北は松戸

市、東は船橋市と鎌ヶ谷市、南は浦安市と東京湾に面し、また江戸川を隔てて東京都江戸川区・

葛飾区と相対している。 

・都心から 20 キロメートル圏内にあり、文教・住宅都市として発展している。都心部と県内各

地域を結ぶ広域交通が集中しており、ＪＲ総武線・京葉線・武蔵野線、京成線、東京メトロ東

西線、都営新宿線、 北総線といった鉄道網が発達し、京葉道路・湾岸道路・国道 14 号などの

幹線道路が東西方向に通っている。 

・地形は、北部に標高 20 メートル前後の台地があるほかは、おおむね平坦である。北部は、大

野・大町の台地を中心に梨栽培などの農業が盛んで、屋敷林や斜面林などの緑も多い。中央部

は、古くからの住宅地が多く、京成線に沿った菅野、八幡の一帯には市の木であるクロマツが

点在し、市の代表的景観を形成している。南部は、埋め立てによってできた部分が多く、高度

成長期以降東西線開業を機にマンションなどの高層住宅が発達した。東京湾に面した臨海部に

は、湾岸道路を中心に物流の拠点や工業地帯が広がっている。 

出典：データにみる市川市の都市基盤（概要） 

 

 

・昭和 9 年の市制施行当時、約 4.1 万人であった人口は、昭和 24 年に 10 万人に達した。その

後、首都近郊の住宅都市として、特に昭和 30 年代後半から急増し、昭和 53 年まで年間約 1

万人の増加が続きました。昭和 54 年以降は、年間 6 千～8 千人と鈍化傾向を示し、平成 20

年には、約 47.3 万人となっている。           

・本市の DID（人口集中地域）の推移をみると、昭和 45 年には市域面積に対する割合が 40.7％、

市域人口に対する割合が 87.7％だったものが、平成 27 年には、それぞれの割合が 84.2％、

97.8％を占め、面積、人口とも増加している。    （出典：市川市 HP 市川市の概要） 

・人口：486,517 人（男性 246,967 人 女性 239,550 人）、世帯数 242,287 戸   

（平成 30 年 4 月 30 日現在）（出典：市川市住民基本台帳人口） 

・第 1 次産業 4.0％、第 2 次産業 25.0％、第 3 次産業 71.0％ 

出典：平成 27 年国勢調査 
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【気象】 

近 5 年間（平成 24 年から 28 年まで）の年間平均気温は、15.9℃で、月別の 低平均気温

は１月の 5.9℃、 高平均気温は８月の 27.2℃でおおむね温暖な気候である。年間平均降水量は

1,296.7 ㎜で秋に多く、冬に少ない傾向である。  

 

月別気象概要（統計機関：平成 28 年度） 

要素 
平均気温（℃） 

降水量 

（ｍｍ） 

降雪 

（ｃｍ） 

風速 

（ｍ/ｓ） 

平均 高 低 合計 合計 平均 

1 月 5.9 10.7 2.9 62.5 /// 2.2 

2 月 6.9 17.7 3.9 49.0 /// 2.6 

3 月 9.8 15.3 4.3 103.5 /// 2.5 

4 月 15.1 19.3 9.9 89.0 /// 3.3 

5 月 19.8 23.6 16.4 105.0 /// 3.5 

6 月 22.4 26.7 19.2 150.0 /// 2.7 

7 月 25.4 28.5 21.3 102.0 /// 2.5 

8 月 27.2 32.6 22.3 259.0 /// 3.2 

9 月 24.4 28.5 19.2 227.5 /// 2.3 

10 月 18.7 26.3 11.6 69.5 /// 2.1 

11 月 10.5 15.5 7.9 111.0 /// 2.3 

12 月 8.8 14.4 3.8 55.5 /// 2.5 

年 16.3 27.2 5.9 115.5 /// 2.6 

              

月別気象概要（統計機関：平成 24 年～平成 28 年度） 

要素 
平均気温（℃） 

降水量 

（ｍｍ） 

降雪 

（ｃｍ） 

風速 

（ｍ/ｓ） 

平均 高 低 合計 合計 平均 

H24 15.3 20.0 10.7 1,218.5 /// 3.1 

H25 16.1 21.2 11.3 1,078.5 /// 3.2 

H26 15.6 20.8 10.6 1,399.5 /// 2.8 

H27 16.2 21.2 11.0 1,403.5 /// 2.7 

H28 16.3 27.2 5.9 1,383.5 /// 2.6 

平均 15.8 20.8 10.9 1,275.0 /// 3.0 

 

出典：市川市 HP 1．土地・気象 
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2.4.3 歴史背景 
【歴史】 

国府台・中国分地区は下総台地の西端にあたり、国分台と呼ばれる台地と谷津が入りくんだ、

複雑な地形となっています。 台地とその縁辺部には、権現原遺跡（先土器時代）・堀之内貝塚（縄

文時代）・小塚山遺跡（弥生時代）などが残され、古くから人々の生活の舞台であったことがう

かがわれます。また、東京低地に臨む地理的要地であったことから、律令時代に下総国府・下総

国分寺・国分尼寺が置かれ、下総の国の政治と文化の拠点となりました。これにともない、台地

や谷津に畑作や稲作を営む農耕集落が形成されました。 中世からは軍事的要衝としての性格が

強まり、北条氏と里見氏が覇権を争った国府台合戦（1538 年・1564 年）の舞台ともなってい

ます。これは大河に臨み、江戸を一望できるこの地の重要性を物語る逸話であり、総寧寺の移転

も軍事的意味合いのあったものと推察されます。近世には江戸近郊の風光明媚の地として知ら

れ、国府台や江戸川が浮世絵などにも描かれています。 明治になり陸軍教導団が国府台に置か

れると、地域は兵舎が建ち並ぶ軍隊のまちに変貌し、商業も発展し始めました。また総武鉄道、

京成電鉄の開通と沿線の開発、関東大震災・東京空襲などの被災者の流入により、地域の人口は

急増し、住宅地が形成され始めました。戦後、高度成長期に入ると市街地の拡大が始まり、軍跡

地に文教施設群が出現するとともに、台地上での宅地開発が大規模に行われ、地域の様子は一変

しました。この過程で一部の地形と斜面林は失われましたが、市内では緑の豊富な地であり、豊

かな自然に囲まれた住宅・文教地区として、現在に至っています。  

市川駅北口地区は市中心部に帯状に広がる「市川砂州」と真間川沿いに広がる低地、そして北

部の台地（下総台地）で構成される地形となっています。この台地部では古代の遺跡や律令時代

には下総の国府が置かれるなど政治と文化の中心地となっており、文人墨客も多く訪れたといい

ます。人々は台地上や台地沿いに集落を形成し、真間川沿いの低地で農耕生活を営んでいました。 

近世に入ると市川の渡しが停船所として指定され、佐倉道（現在の国道 14 号）が参勤交代や

成田山参拝への重要な街道となり、街道筋のまち並みがつくられ発展していきました。真間山弘

法寺も紅葉の名所として知られ、大門通りも参道として賑わっていたと推察されます。 

こうした街道的まち並みに大きな転機が訪れたのは明治のことで、国府台への陸軍教導団の移

転を契機に、根本を中心とした商店街が形成されるようになり、さらには明治 27 年の総武鉄道、

大正 3 年の国府台・真間駅の設置などの鉄道開通にともない、東京から移り住む人々が急増し

たことから、商業施設の立地や住宅が増加し、中心市街地へと発展していきました。 

地区には、江戸川、真間川といった水辺や台地沿いにある斜面林などの自然的な資源と、台地

上に残る寺社や遺跡などの歴史的な資源が多く残されていています。また、千葉県の玄関口とな

る市川駅を囲むように商業・業務施設が立地し、そこから延びる通り沿いの商店街には多くの

人々の往来が見られ、駅を中心に商店街から住宅地へと繋がるまち並みがつくられています。さ

らに、後背地である国府台の台地上には文教施設が立地しています。 

このように、市川駅北口地区は豊かな自然や歴史的な資源を背景に控え、そこへとつながるま

ち、あるいは地域の玄関口としての性格を持ち、様々な景観要素が重なり合うことが大きな特徴

となっています。 

出典：市川市景観基本計画 
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2.4.5 動植物 
 【動物】 

  真間川水系で確認された水生動物の種類数は、92 種類でした。 

 その内、節足動物の昆虫類が 35％(30 種類)、魚類が 27％(27 種類)、節足動物の軟甲類(エビ・カ

ニ類やヨコエビ類など)が 11％(12 種類)と全体の 73％を占めていました。 

貴重な水生生物としては、湧水に依存するホトケドジョウ、スナヤツメが挙げられます。 

  外来生物は、「特定外来生物」がウシガエル、カダヤシ、ブルーギルの 3 種類、「要注意外来生

物」がミシシッピアカミミガメ、タイリクバラタナゴ、アメリカザリガニ等の 5 種類であり、真

間川水系の状況からは、他の河川等への広がりを防ぐことが課題になっています。 

 物理的環境のところで解説したとおり、各河川とも水生動物の移動支障となる河道内構造物がな

く、海域からの連続性が保たれています。 

  このことは、魚類やエビ・カニ類の分布状況からも推測することができます。 

 一方、河川に流入する水路との連続性については、連続性が乏しいのが現状です。 

出典：市川市河川遊水池等水生生物生態調査概要 

 

【植物】 

 イノカシラフラスコモは、昭和 32 年（1957）に東京都の井の頭公園を源流とする神田川の上流

部で発見された車軸藻（しゃじくも）という水草の一種で、日本固有の植物です。藻全体の長さは

20 から 30 センチになりますが、主軸（茎）の直径は 0.5 から 0.7 ミリと大変細い植物です。 

 車軸藻の仲間は雌雄同株の多い中で、イノカシラフラスコモは雄株と雌株がそれぞれ別に存在す

ること（雌雄異株）が特徴です。 

 その後、生育が見られなくなり、絶滅したと長い間考えられていました。 

ところが、昭和 61 年（1986）に市川市中国分のじゅん菜池緑地にあるジュンサイ育成池におい

て、自生が確認され、唯一自然界で生育する場所となりました。 

環境省のレッドリストでは、 も絶滅が危惧される「絶滅危惧 1 類」として記載され、「千葉県

の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－植物編」においても「 重要・重要保護生

物」として記載されています。 

平成 28 年（2016）に、井の頭公園の井の頭池において、イノカシラフラスコモの発芽が約 60

年ぶりに確認されましたが、現在でも自生地は 2箇所のみです。 

出典：自然環境 絶滅危惧種イノカシラフラスコモの保護保全 
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2.4.6 ⽂化・⾏祭事 
ア 文化財 

【国指定】 

 ・立正安国論：文化財。法華経寺が所蔵する二つの国宝のうちの一つです。日蓮 48 歳の時の著で、

鎌倉幕府の前執権・北条時頼に建白した『立正安国論』の控えの真筆です。厚手の楮紙（ちょし）

を 36 枚継ぎ、縦 29 センチメートル、全長は 15.98 メートルにも及び、各紙片の端に枚数を記

しています。 

 ・観心本尊抄：文化財。文永 10 年（1273）佐渡に流された日蓮は、配所にあって独自の教学を宣

明しました。本書はその宗旨の教学的内容を漢文で論述したもので、日蓮宗の根本聖典とされて

います。紙数は 17 枚で、厚手の楮紙（ちょし）に表裏にわたって書かれ、また 13 紙以下は寸

法の異なる斐紙（ひし）に書いていることなど、流人生活の反映がうかがわれます。 

 ・法華経寺 五重塔：重要文化財。阿弥光室が、父・光徳の 3 回忌と母・妙光の 5 回忌にあたる

元和 8 年（1622）に、加賀藩主・前田利光の援助を受けて建てたもので、総高は 31.6 メートル。

江戸時代初期の様式をとどめる県下唯一の五重塔です。落ち着いた和様の形式を持ち、各層の大

きさは方三間、初層から四層まで軒二重繁垂木で、 上層の垂木だけを扇垂木としているところ

はこの時代の傾向を示しています。 

 ・法華経寺 法華堂：重要文化財。寺伝によれば法華経寺開基である富木常忍が建立した建物とい

われ、当時銭四貫文（よんかんもん）で建てられたと伝わることから四貫堂（しかんどう）とも

呼ばれます。 

 ・法華経寺 四足門：重要文化財。この門はかつて本院の入口に建っていましたが、もともとは鎌

倉の愛染堂から文永年間（1264～1275）に移築したといわれます。四脚門とも呼ばれ、本柱（ほ

んばしら）のほか前後に楕円に作られた 4 本の控柱（ひかえばしら）があります。正面 1 間、

屋根は切妻柿葺で、中央本柱間に両開きの扉をつけています。本柱と控柱を海老虹梁（えびこう

りょう）という、湾曲した梁で結び、柱上の組物の形、配置法、柱下の礎盤（礎石）など、全体

に唐様の様式が見られます。 

 ・法華経寺 祖師堂：重要文化財。祖師堂は、宗祖日蓮聖人をお祀りするお堂で、 初は鎌倉時代

の正中 2 年（1325）に上棟した小規模な五間堂でした。その後、焼失などのため幾度か再建が

あり、現在の祖師堂は江戸時代中期の延宝 6 年（1678）に上棟されたものです。 

   昭和 62 年から始まった解体修理は、十年の歳月を費やして平成 9 年に完成。建立当時の姿に

復元されました。 

 ・絹本著色十六羅漢像：重要文化財。十六羅漢というのは、仏の命を受け、この世で正法を護る

16 人の悟りを得た修行者のことです。本像は 8 曲屏風一双で、画面はおのおの縦 87.5 センチメ

ートル、横 48 センチメートルです。16 枚の羅漢像のうち 12 枚が原画で、第 1・2・5・10 の 4

枚は江戸時代に狩野派の伊川院と晴川院が補足したものです。 

 ・絹本著色日蓮聖人像：重要文化財。日蓮が床上に座し、両手に経巻を開いて読誦している姿で、

信者の間では「水鏡の御影」と呼ぶ画像です。縦 63.9ｃｍ、横 38.2ｃｍ、額面と肉身は胡粉の

白色、肉線と衣文線は墨、頭部と髯の剃りあとは淡青色、唇には朱が施されており、法衣と袈裟

は淡黄色です。大和絵の系統に立つ作品で鮮やかな色遣いはみごとです。床前には法華経 8 巻

を並べた経机と花瓶を置いた卓があり、かたわらに磬が配されています。 

 ・刀（無銘 伝兼永）：重要文化財。寸法は、身長 2 尺 4 寸 7 分（74.8 センチメートル）、反 8 分 

（2.4 センチメートル）、元幅 9 分 6 厘（2.9 センチメートル）、鋒長 1 寸（3 センチメートル）、茎
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長 5 寸 8 分（17.6 センチメートル）。造りは刃の幅が広い鎬造り（しのぎづくり）で、棟が山型に

なった庵棟（いおりむね）というものです。  

 ・日蓮自筆遺文：重要文化財。 日蓮の自筆遺文は、入寂後一周忌に収集されたものを「録内」、

三周忌に収集されたものを「録外」と呼んでいます。収集は室町時代から江戸時代初期にかけて

も行われ、さらに現在でも続けられています。  

 ・堀之内貝塚貝塚：史跡。文化 盛期である縄文時代後期前半（約 4000 年前）から貝塚文化衰退

期の縄文時代晩期（約 2500 年前）にかけて形成された遺跡です。貝層は東西に長く、長径 225

メートル、短径 120 メートルあり、北西部を屈曲部とした馬蹄形（ばていけい）貝塚です。 

 ・姥山貝塚 この貝塚は、縄文時代中期から後期（今から約 5000 年前から 3000 年前）に形成さ

れた、東西約 130 メートル、南北 120 メートルの馬蹄形貝塚です。堀之内貝塚と同様、ハマグ

リを主体としてアサリ、シオフキなど 30 種以上の貝が出土しています。 

 ・下総国分寺跡：史跡。天平 13 年（741）聖武（しょうむ）天皇によって発せられた「国分寺建

立の詔」により、「金光明四天王護国之寺」として建立されました。下総国分寺跡は、その詔に

よって建立された下総国分僧寺の跡で、現在の国分寺とほぼ同じ場所にあり、奈良県の法隆寺と

同じ配置（法隆寺式伽藍配置）で、金堂・塔・講堂が建てられていました。 

・下総国分尼寺跡：史跡。下総国分尼寺跡 

 ・曽谷貝塚：史跡。東西 210 メートル、南北 240 メートルという大きな規模をもち、単独の馬蹄

形貝塚としては日本でも 大級の広さがある貝塚です。緩やかに傾斜する台地上にあり、現在は

住宅と畑、そして広場が広がっています。貝塚は窪んだ中央部の周囲に形成され、竪穴住居跡も

窪地周辺の土手上の高まりから外側にかけて発見されていることから、集落としての大きな広が

りを想像できます。 

 ・千本公孫樹：天然記念物。葛飾八幡宮の本殿に向かって右手の瑞垣の中に、注連縄（しめなわ）

を張った神木として樹勢盛んに繁っています。「千本公孫樹」の名は、落雷によって地上 6 メー

トルのところで折れた太い幹を囲んで、多数の枝が根元から立ち上がっているためにつけられた

ものです。樹高 23 メートル、根回り 10.2 メートル、目通り幹囲 10.8 メートルで、根回りより

目通り幹囲のほうが太くなっているのもこのイチョウの特徴です。枝は東側に 12.3 メートル、

南側に 12 メートル張り出し、西側と北側は社殿に接するために伸びが抑えられています。 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

法華経寺 五重塔       堀之内貝塚公園         千本公孫樹 
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【地域の歴史的資産】 

 ・中山法華経寺：中山参道地区は、法華経寺をはじめとする寺院群とその門前の商店街と住宅を中

心とした歴史的資産と寺林などの豊かな緑を有する地区です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：市川市 中山地区の景観まちづくり 

 

鎌倉時代の高僧・日蓮聖人に関係した遺品がもっとも多く保存されている寺院です。「聖教殿（し

ょうぎょうでん）」には、42 にのぼる日蓮の遺文が大切に保管されています。他にも建造物や絵画な

ど、市内の指定文化財のおおよそ 4 分の 1 があります。仁王門をくぐった参道の両脇には法華経寺

ゆかりの寺も並び、春は桜の名所となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：市川市 中山法華経寺の文化財 
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 イ 行催事 

 
祭り・行催事名称 開催月日 概要 

新成人の集い 1 月 13 日頃 市川市では、大人になったことを自覚し、自ら生き抜こうとする青年を祝

い励ますため、毎年「新成人の集い」を実施しています。運営・実施につ

きましては、実行委員会方式を採用し、新成人の意見をできる限り反映さ

せ、自主的な「成人式」を目指しています。 
外環道＆道の駅オープンフィ

ールド in いちかわ 
3 月 4 日頃 「外環道＆道の駅オープンフィールド in いちかわ」は、東京外かく環状道

路千葉区間の一部区間および道の駅いちかわの駐車場を一体的に開放し、

様々なイベントを同時に開催。 
いちかわ真間川堤桜まつり 3 月 24 日頃～4

月 15 日頃 
桜ウィーク期間中にはお花見スペースとしての川床の設置や、夜桜を楽し

めるライトアップが行われます。 
また、真間川を中心に市内各所に設置した「いちかわ桜スタンプラリー」

で市川市内の桜の名所を巡ってみてください。 
縄文体験フェスティバル in 堀

之内貝塚（予定） 
3 月 31 日頃 国指定史跡の堀之内貝塚と歴史情報の集積・発信基地としての市川考古・

歴史博物館が、子どもから大人まで気軽に参加して楽しめる地域まつりを

開催します。 
文化イヤー≪春の祭典≫ 5 月 5 日、 

5 月 6 日頃 
全日警ホール（八幡市民会館）が開館したことを機に、これまで以上に市

川の文化に親しんでいただくためのイベントです。 
「江戸川・水フェスタ in いち

かわ」 
5 月 26 日頃 「江戸川・水フェスタ in いちかわ」は貴重な河川空間である江戸川におい

て水に親しみながら自然愛護の精神を育み、地域交流の輪を広げることを

目的としています。 
アイ・リンク スカイコンサー

ト 
6 月 10 日頃 「神輿の町」妙典・行徳近隣の祭礼や地域行事などで伝統芸能の継承と地

域貢献に努めている「妙典囃子保存会」と「本塩囃子保存会」によるお囃

子（はやし）の演奏会。 
 当日はお囃子演奏に他、おかめ・ひょっとこ踊りの披露や、お囃子体験会

も実施。 
アイ・リンクタウン展望施設 

ライトダウンイベント 
6 月 15 日～6 月

16 日頃 
地上 150 メートルからの夕景・夜景をより美しく楽しめるよう施設内の照

明を落とします。また、三脚を使った写真撮影も期間内に限り可能です。 
平和の折り鶴の募集 6 月 1 日～ 

6 月 29 日頃 
今年も広島・長崎で行われる平和記念式典へ送るため、平和の願いを込め

た折り鶴を募集します。 
市川市民納涼花火大会 8 月 4 日、 

8 月 5 日頃 
市川市民納涼花火大会は今年で第 34 回を迎える、江戸川区との同時開催で

行われる市川市のメインイベントの一つです。 
文化イヤー≪秋の祭典≫ 10 月 8 日、 

10 月 9 日頃 
全日警ホール（八幡市民会館）が開館したことを機に、これまで以上に市

川の文化に親しんでいただくためのイベントです。 
鬼高さんしゃ祭 10 月 22 日頃 ニッケコルトンプラザ、千葉県立現代産業科学館、メディアパーク市川鬼

高の地に集う“さんしゃ”が心を込めて贈る、年に一度の感謝祭。 
 

いちかわ市民まつり 11 月 3 日頃 趣向を凝らした模擬店・ＰＲブースなどが 200 以上並び、市民のみなさん

が日頃の練習成果を存分に発揮する楽しいステージで市民まつりを盛り上

げます。 
市川市農水産まつり 12 月 16 日頃 農業では地域ブランド「市川のなし」をはじめ、野菜ではネギやトマト、

花ではシクラメンやポッド苗などを生産する農家が数多くいます。このよ

うな第一次産業をＰＲすることを目的として、市川市農産物等普及協議会

では下記のとおり「市川市農水産まつり」を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

駅オープンフィールド     アイ・リンク スカイ     いちかわ市民まつり 

 

出典：市川市 HP 文化・観光・国際情報（イベント） 

 


